
山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
七
十
二
号
　
　
令
和
五
年
四
月
二
十
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
八
三

山
梨
県
公
報

第
三
百
七
十
二
号

令
和
五
年

四
月
二
十
四
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）	

二
八
三

○
道
路
の
供
用
開
始	

二
八
三

公

告

○
狩
猟
免
許
試
験
及
び
狩
猟
免
許
の
更
新
に
係
る
適
性
検
査
等
の
実
施	

二
八
四

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任	

二
八
五

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
監
督
処
分	

二
八
七

○
甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て	

二
八
七

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
新
環
状
道
路
建

設
事
務
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
五
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 
郎

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
線
名
　
百
四
十
号

三
　
道
路
の
区
域

四
　
区
域
変
更
の
期
日
　
令
和
五
年
五
月
十
二
日

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
身
延
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
五
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
井
出
停
車
場
線

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
南
部
町
井
出
字
寺
平
一
六
二
一
番
一
地

先
か
ら

南
巨
摩
郡
南
部
町
井
出
字
寺
平
一
六
九
四
番
一
地

先
ま
で

旧

五
・
九
～

　
　
　
二
六
・
〇

一
九
六
・
三

新

一
一
・
三
～

　
　
　
二
六
・
〇

一
九
六
・
三

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
新
環
状
道
路
建

設
事
務
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
五
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
小
曲
町
字
下
五
割
一
〇
六
四
番
八
地
先
か

ら甲
府
市
西
下
条
町
字
川
代
一
三
五
二
番
一
地
先
ま

で

旧

九
・
四
～

　
　
一
三
四
・
七

三
一
六
・
一

甲
府
市
小
曲
町
字
下
五
割
一
〇
六
四
番
八
地
先
か

ら甲
府
市
西
下
条
町
字
川
代
一
三
四
六
番
四
地
先
ま

で

旧

八
九
・
八
～

　
　
一
七
五
・
四

一
八
六
・
九

新

八
九
・
八
～

　
　
一
二
三
・
五

一
八
六
・
九

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
小
曲
町
字
下
五
割
一
〇
六
四
番
八
地
先
か

ら甲
府
市
西
下
条
町
字
川
代
一
三
五
二
番
一
地
先
ま

で

旧

九
・
四
～

　
　
一
三
四
・
七

三
一
六
・
一

甲
府
市
小
曲
町
字
下
五
割
一
〇
六
四
番
八
地
先
か

ら甲
府
市
西
下
条
町
字
川
代
一
三
四
六
番
四
地
先
ま

で

旧

八
九
・
八
～

　
　
一
七
五
・
四

一
八
六
・
九

新

八
九
・
八
～

　
　
一
二
三
・
五

一
八
六
・
九



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
七
十
二
号
　
　
令
和
五
年
四
月
二
十
四
日

二
八
四

1
　
提
出
書
類
　
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

㈠
　
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年

環
境
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免

許
申
請
書

㈡
　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
る
許
可
（
以
下
「
猟
銃
等
の
所
持
の
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
許
可
証
の
写
し

㈢
　
猟
銃
等
の
所
持
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
法
第
四
十
条
第

二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
医
師
の
診
断
書
（
お
お
む
ね
申
請

前
六
月
以
内
の
も
の
）

㈣
　
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
か
つ
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・

〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
つ
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
　
一
枚

2
　
狩
猟
免
許
申
請
手
数
料
　
五
千
二
百
円
（
法
第
四
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、

三
千
九
百
円
。
狩
猟
免
許
申
請
書
に
狩
猟
免
許
申
請
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県

収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
、
消
印
は
し
な
い
こ
と
。
）

3
　
提
出
方
法
　
申
請
書
そ
の
他
の
提
出
書
類
は
、
郵
送
に
よ
り
七
の
申
請
書
の
提
出
先
に
提
出

す
る
こ
と
。

六
　
申
請
書
の
受
付
期
間

1
　
第
一
回
　
令
和
五
年
五
月
二
十
二
日
（
月
）
か
ら
同
年
六
月
二
十
三
日
（
金
）
ま
で
の
消
印

の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。

2
　
第
二
回
　
令
和
五
年
十
月
二
十
三
日
（
月
）
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
四
日
（
金
）
ま
で
の
消

印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。

3
　
第
一
回
及
び
第
二
回
の
試
験
の
定
員
は
そ
れ
ぞ
れ
百
五
十
名
と
し
、
定
員
に
達
し
た
場
合

は
、
受
付
期
間
内
で
あ
っ
て
も
申
請
を
受
け
付
け
な
い
。

七
　
申
請
書
の
提
出
先
　
郵
便
番
号
四
〇
〇

－

八
五
〇
一
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山

梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

第
二
　
狩
猟
免
許
の
更
新
に
係
る
適
性
検
査
等

一
　
適
性
検
査
の
日
時
及
び
場
所
　
住
所
地
を
所
管
す
る
山
梨
県
林
務
環
境
事
務
所
に
お
い
て
確
認

す
る
こ
と
。

二
　
適
性
検
査
の
対
象
者
　
令
和
五
年
九
月
十
四
日
ま
で
有
効
の
狩
猟
免
許
を
有
す
る
者
で
、
狩
猟

免
許
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
　
適
性
検
査
の
内
容
　
視
力
、
聴
力
及
び
運
動
能
力

四
　
適
性
検
査
に
併
せ
て
実
施
す
る
講
習
の
内
容
　
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

令
和
五
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

一
般
国

道

百
四
十
号

甲
府
市
小
曲
町
字
下
五
割
一
〇
二
九

番
一
一
地
先
か
ら

甲
府
市
西
下
条
町
字
川
代
一
三
四
七

番
一
二
地
先
ま
で

一
五
九
・
八

令
和
五
年
五

月
十
二
日

公
　
　
　
告

◉
　
狩
猟
免
許
試
験
及
び
狩
猟
免
許
の
更
新
に
係
る
適
性
検
査
等
の
実
施

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
狩
猟
免
許
試
験
等

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

第
一
　
狩
猟
免
許
試
験

一
　
試
験
日
時

1
　
第
一
回
　
令
和
五
年
八
月
五
日
（
土
）
及
び
同
月
六
日
（
日
）
（
い
ず
れ
の
日
で
あ
る
か

は
、
申
請
者
ご
と
に
知
事
が
別
に
指
定
す
る
。
）
午
前
九
時
二
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

2
　
第
二
回
　
令
和
六
年
一
月
十
三
日
（
土
）
及
び
同
月
十
四
日
（
日
）
（
い
ず
れ
の
日
で
あ
る

か
は
、
申
請
者
ご
と
に
知
事
が
別
に
指
定
す
る
。
）
午
前
九
時
二
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二
　
試
験
場
所
　
甲
府
市
川
田
町
五
百
十
七
番
地
山
梨
県
立
青
少
年
セ
ン
タ
ー

三
　
受
験
資
格
　
法
第
四
十
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

四
　
試
験
科
目

1
　
適
性
試
験
　
視
力
、
聴
力
及
び
運
動
能
力

2
　
知
識
試
験
　
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
、
猟
具
、
鳥
獣

並
び
に
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
に
関
す
る
知
識

3
　
技
能
試
験
　
猟
具
の
安
全
な
取
扱
い
方
、
瞬
間
的
な
鳥
獣
の
判
別
等

五
　
受
験
手
続



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
七
十
二
号
　
　
令
和
五
年
四
月
二
十
四
日

二
八
五

に
関
す
る
法
令
、
猟
具
、
鳥
獣
並
び
に
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理

五
　
申
請
の
手
続

1
　
提
出
書
類
　
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

㈠
　
規
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
許
更
新
申
請
書

㈡
　
第
一
の
五
1
㈡
に
掲
げ
る
書
類

㈢
　
第
一
の
五
1
㈢
に
掲
げ
る
書
類

㈣
　
第
一
の
五
1
㈣
に
掲
げ
る
書
類

2
　
狩
猟
免
許
更
新
申
請
手
数
料
　
二
千
九
百
円
（
狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
に
二
千
九
百
円
に
相

当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
、
消
印
は
し
な
い
こ
と
。
）

六
　
申
請
書
の
受
付
期
間
　
令
和
五
年
六
月
一
日
（
木
）
か
ら
同
月
三
十
日
（
金
）
ま
で
（
山
梨
県

の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除
く
日
の
午

前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
）
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
同

日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。

七
　
申
請
書
の
提
出
先
　
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
山
梨
県
林
務
環
境
事
務
所
環
境
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
課

第
三
　
問
合
せ
先
　
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課
（
電
話
〇
五
五

－

二
二
三

－

一

五
二
〇
）
又
は
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
山
梨
県
林
務
環
境
事
務
所
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
課

◉
　
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
賑
岡

町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 
太 
郎

一
　
退
任

役
職
名

氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事
長

矢
頭
泰
夫

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
六
十

一
番
地
四

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

副
理
事
長
横
瀬
文
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
八
十
一

番
地

同

同

米
山
大

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
四
十
四

番
地

同

会
計

鈴
木
守

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
四
十
九

番
地

同

理
事

松
永
剛

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
八
百
九
番

地

同

同

小
俣
英
二

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
七
十
一

番
地

同

同

横
瀬
光
宏

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
十
三

番
地

同

同

矢
頭
進

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
二
十

六
番
地

同

同

鈴
木
章
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
六
十
一

番
地

同

同

知
見
茂

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
三
十
三

番
地

同

同

小
俣
喜
弘

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
三
十
二
番

地

同

同

米
山
幸
男

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
六
十
四

番
地

同

監
事

小
俣
英
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
五
番
地

二

同

同

鈴
木
守

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
三
十
九

番
地

同

同

横
瀬
広
正

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
三
十
三

番
地

同

同

細
川
清
正

大
月
市
賑
岡
町
奥
山
千
八
百
二
十

八
番
地

同

同

長
田
敦

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
八
十
五

番
地
三

同

役
職
名

氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事
長

矢
頭
泰
夫

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
六
十

一
番
地
四

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

副
理
事
長
横
瀬
文
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
八
十
一

番
地

同

同

米
山
大

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
四
十
四

番
地

同

会
計

鈴
木
守

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
四
十
九

番
地

同

理
事

松
永
剛

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
八
百
九
番

地

同

同

小
俣
英
二

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
七
十
一

番
地

同

同

横
瀬
光
宏

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
十
三

番
地

同

同

矢
頭
進

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
二
十

六
番
地

同

同

鈴
木
章
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
六
十
一

番
地

同

同

知
見
茂

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
三
十
三

番
地

同

同

小
俣
喜
弘

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
三
十
二
番

地

同

同

米
山
幸
男

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
六
十
四

番
地

同

監
事

小
俣
英
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
五
番
地

二

同

同

鈴
木
守

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
三
十
九

番
地

同

同

横
瀬
広
正

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
三
十
三

番
地

同

同

細
川
清
正

大
月
市
賑
岡
町
奥
山
千
八
百
二
十

八
番
地

同

同

長
田
敦

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
八
十
五

番
地
三

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
七
十
二
号
　
　
令
和
五
年
四
月
二
十
四
日

二
八
六

二
　
就
任

役
職
名

氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事
長

矢
頭
泰
夫

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
六
十

一
番
地
四

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

副
理
事
長
横
瀬
文
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
八
十
一

番
地

同

同

米
山
大

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
四
十
四

番
地

同

会
計

鈴
木
守

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
四
十
九

番
地

同

理
事

松
永
剛

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
八
百
九
番

地

同

同

小
俣
英
二

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
七
十
一

番
地

同

同

横
瀬
光
宏

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
十
三

番
地

同

同

矢
頭
進

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
二
十

六
番
地

同

同

鈴
木
章
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
六
十
一

番
地

同

同

知
見
茂

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
三
十
三

番
地

同

同

小
俣
喜
弘

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
三
十
二
番

地

同

同

米
山
幸
男

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
六
十
四

番
地

同

監
事

小
俣
英
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
五
番
地

二

同

同

鈴
木
守

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
三
十
九

番
地

同

同

横
瀬
広
正

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
三
十
三

番
地

同

同

細
川
清
正

大
月
市
賑
岡
町
奥
山
千
八
百
二
十

八
番
地

同

同

長
田
敦

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
八
十
五

番
地
三

同

役
職
名

氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事
長

米
山
大

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
四
十
四

番
地

令
和
五
年
四
月
一
日

副
理
事
長
横
瀬
文
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
八
十
一

番
地

同

同

鈴
木
守

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
四
十
九

番
地

同

同

小
俣
英
二

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
七
十
一

番
地

同

理
事

鈴
木
重
光

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
六
十
番

地

同

同

米
山
義
一

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
九
十
一

番
地

同

同

矢
頭
泰
夫

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
六
十

一
番
地
四

同

同

松
永
剛

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
八
百
九
番

地

同

同

鈴
木
章
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
六
十
一

番
地

同

同

知
見
茂

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
三
十
三

番
地

同

同

小
俣
喜
弘

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
三
十
二
番

地

同

同

矢
頭
進

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
二
十

六
番
地

同

同

米
山
幸
男

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
六
十
四

番
地

同

同

横
瀬
光
宏

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
十
三

番
地

同

同

矢
頭
芳
美

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
二
十

四
番
地

同

監
事

小
俣
英
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
五
番
地

二

同

同

細
川
清
正

大
月
市
賑
岡
町
奥
山
千
八
百
二
十

八
番
地

同

同

鈴
木
一
枝

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
三
十
九

番
地

同

同

横
瀬
広
正

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
三
十
三

番
地

同

同

長
田
敦

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
八
十
五

番
地
三

同

役
職
名

氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事
長

米
山
大

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
四
十
四

番
地

令
和
五
年
四
月
一
日

副
理
事
長
横
瀬
文
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
八
十
一

番
地

同

同

鈴
木
守

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
四
十
九

番
地

同

同

小
俣
英
二

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
七
十
一

番
地

同

理
事

鈴
木
重
光

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
六
十
番

地

同

同

米
山
義
一

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
九
十
一

番
地

同

同

矢
頭
泰
夫

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
六
十

一
番
地
四

同

同

松
永
剛

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
八
百
九
番

地

同

同

鈴
木
章
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
六
十
一

番
地

同

同

知
見
茂

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
三
十
三

番
地

同

同

小
俣
喜
弘

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
三
十
二
番

地

同

同

矢
頭
進

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
二
十

六
番
地

同

同

米
山
幸
男

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
六
十
四

番
地

同

同

横
瀬
光
宏

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
十
三

番
地

同

同

矢
頭
芳
美

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
二
十

四
番
地

同

監
事

小
俣
英
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
五
番
地

二

同

同

細
川
清
正

大
月
市
賑
岡
町
奥
山
千
八
百
二
十

八
番
地

同

同

鈴
木
一
枝

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
三
十
九

番
地

同

同

横
瀬
広
正

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
三
十
三

番
地

同

同

長
田
敦

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
八
十
五

番
地
三

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
七
十
二
号
　
　
令
和
五
年
四
月
二
十
四
日

二
八
七

三
　
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
貢
川
二
丁
目
一
番
八
号
　
中
北
建
設
事
務
所

四
　
事
業
地
の
所
在

1
　
収
用
の
部
分
　
山
梨
県
甲
府
市
若
松
町
及
び
中
央
四
丁
目
地
内

2
　
使
用
の
部
分
　
山
梨
県
甲
府
市
中
央
四
丁
目
地
内

◉
　
建
設
業
法
に
基
づ
く
監
督
処
分

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
督
処
分
を
し
た

の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
令
和
五
年
四
月
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

1
　
商
号
　
大
幡
建
設
有
限
会
社

2
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
都
留
市
大
幡
三
千
四
百
二
十
五
番
地

3
　
代
表
者
の
氏
名
　
喜
舎
場
健
一

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般

－

一
）
第
五
六
七
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
命
令

1
　
停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲
　
建
設
業
に
関
す
る
営
業
の
う
ち
、
民
間
工
事
に
係
る
も
の

2
　
期
間
　
令
和
五
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
五
年
四
月
二
十
七
日
ま
で
の
三
日
間

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
被
処
分
者
が
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七

号
）
違
反
及
び
被
処
分
者
の
代
表
取
締
役
が
、
労
働
安
全
衛
生
法
違
反
及
び
業
務
上
過
失
致
死
罪
に

よ
り
、
都
留
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て
罰
金
刑
に
処
す
る
旨
の
略
式
命
令
を
受
け
、
そ
の
刑
が
確
定
し

た
。

◉
　
甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称
　
甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
三
十
三
号
大
手
二
丁
目

浅
原
橋
線

二
　
施
行
者
の
名
称
　
山
梨
県

役
職
名

氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事
長

米
山
大

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
四
十
四

番
地

令
和
五
年
四
月
一
日

副
理
事
長
横
瀬
文
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
八
十
一

番
地

同

同

鈴
木
守

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
四
十
九

番
地

同

同

小
俣
英
二

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
七
十
一

番
地

同

理
事

鈴
木
重
光

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
六
十
番

地

同

同

米
山
義
一

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
九
十
一

番
地

同

同

矢
頭
泰
夫

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
六
十

一
番
地
四

同

同

松
永
剛

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
八
百
九
番

地

同

同

鈴
木
章
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
六
十
一

番
地

同

同

知
見
茂

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
三
十
三

番
地

同

同

小
俣
喜
弘

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
三
十
二
番

地

同

同

矢
頭
進

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
二
十

六
番
地

同

同

米
山
幸
男

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
六
十
四

番
地

同

同

横
瀬
光
宏

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
十
三

番
地

同

同

矢
頭
芳
美

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
二
百
二
十

四
番
地

同

監
事

小
俣
英
雄

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
五
番
地

二

同

同

細
川
清
正

大
月
市
賑
岡
町
奥
山
千
八
百
二
十

八
番
地

同

同

鈴
木
一
枝

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
三
十
九

番
地

同

同

横
瀬
広
正

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
百
三
十
三

番
地

同

同

長
田
敦

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
七
百
八
十
五

番
地
三

同
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